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承第１号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成３

０年１２月２５日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。 

 平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第９号） 

平成３０年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１，４００千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，０６１，１６０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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１　一般職
（１）総括

317

（0）

317

（0）

（　）内は短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

管理職
員特別
勤務手
当

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

31,552 35,159 12,823 16,885 30 90,491 37,286 252,936 190,196 1,025 164,957 579 648

補
正
前

31,552 35,159 12,823 16,885 30 89,091 37,286 252,936 190,196 1,025 164,957 579 648

比
較

1,400

給 与 費 明 細 書

職
員
手
当
の
内
訳

給料
（千円）

報酬
（千円）

区
分

区分

職員数
（人）

1,106,328
補
正
後

比
較

備考
共済費
（千円）

合計
（千円）計

（千円）

給          与          費

職員手当
（千円）

834,567 1,940,895 373,177 2,314,072

1,4001,400 1,400

2,312,672
補
正
前

1,106,328 833,167 1,939,495 373,177
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区
分
増減額
(千円)

説明

1,400 その他の 1,400 時間外手当 1,400 豚コレラ対応分

増減分職
員
手
当

増減事由
別内訳(千円)

備考
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議第１号 

美濃加茂市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に 

ついて 

美濃加茂市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を下記のとお

り制定する。 

平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこ

とができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の

向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 条例等 市の条例及び市の規則（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１３８条の４第２項に規定する規程、議会の規程及び企業管理規程（地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に規定する管理規程をいう。）を

含む。以下同じ。）並びに地方自治法第２５２条の１７の２第１項及び地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第５５条第１

項の規定に基づき、岐阜県の条例により市が処理することとされた事務につい

て規定する同県の条例及び同県の規則をいう。 

(2) 市の機関等 地方自治法第２編第７章の規定に基づいて設置される市の執行

機関、市の議会、地方公営企業法第７条の規定を受ける公営企業の管理者若し

くはこれらに設置される機関又はこれらの機関の職員であって、法令及び条例

等の規定に基づき独立に権限を行使することを認められたもの並びに地方自治

法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。 

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図 

形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体
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物をいう。 

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載

することをいう。 

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。 

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行わ

れる通知をいう。 

(7) 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）

の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知（不特定の者に対

して行うものを除く。）をいう。 

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録さ

れている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 

(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、

又は保存することをいう。 

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

(11) 電子情報処理組織 市の機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。以下同じ。）と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第３条 市の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により

書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわら

ず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることがで

きる。 

２ 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行う

ものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われ

たものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の規定により行われた申請等は、同項の市の機関等の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したもの

とみなす。 

４ 第１項の場合において、市の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定

により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわ

らず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該

署名等に代えさせることができる。 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条 市の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規

定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定に
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かかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うこと

ができる。 

２ 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等に

より行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等

により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用す

る。 

３ 第１項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等

を受ける者に到達したものとみなす。 

４ 第１項の場合において、市の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の

規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にか

かわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって

当該署名等に代えることができる。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第５条 市の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により

書面等により行うこととしているもの（申請等に基づくものを除く。）については、

当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に

代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載し

た書類の縦覧等を行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行う

ものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われ

たものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

（電磁的記録による作成等） 

第６条 市の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により

書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわら

ず、規則で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁

的記録の作成等を行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行う

ものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われ

たものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の場合において、市の機関等は、当該作成等に関する他の条例等の規定

により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわ

らず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該

署名等に代えることができる。 

（手続等に係る情報システムの整備等） 

第７条 市は、市の機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図

るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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２ 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全

性及び信頼性を確保するよう努めるものとする。 

３ 市は、市の機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっ

ては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めるものとする。 

（手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表） 

第８条 市長は、少なくとも毎年度１回、市の機関等が電子情報処理組織を使用し

て行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定に

よる情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他

の方法により公表するものとする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、行政手続等における情報通信の技術の利用

に関し必要な事項は、市の機関等が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第２号 

   美濃加茂市人に優しいまちづくり基金条例について 

 美濃加茂市人に優しいまちづくり基金条例を下記のとおり制定する。 

  平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                  記 

   美濃加茂市人に優しいまちづくり基金条例 

 （設置） 

第１条 分かち合い及びおもてなしの精神に基づいた人に優しいまちづくりを推進

するために寄せられた寄附金（以下「寄附金」という。）を適正に管理し、効果的

に運用するため、美濃加茂市人に優しいまちづくり基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

 （事業の区分） 

第２条 寄附金を財源として実施する事業は、次のとおりとする。 

 (1) 子どもから高齢者まで誰もが気軽に立ち寄れる場所の整備に関する事業 

 (2) 賑わいのあるまちづくりの推進に関する事業 

 (3) 人に優しいまちづくりの推進に関する事業 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業 

 （積立て） 

第３条 基金として積み立てる額は、寄附金の額の範囲内において当該年度の一般

会計歳入歳出予算に定める額とする。 

 （管理） 

第４条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実かつ有利な有価

証券に代えることができる。 

 （運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生ずる収益は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に計上し

て、この基金に編入するものとする。 

 （繰替運用） 

-20-



第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第７条 基金は、第２条各号に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部

又は一部を処分することができる。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第３号 

美濃加茂市犯罪被害者等支援条例について 

美濃加茂市犯罪被害者等支援条例を下記のとおり制定する。 

 平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市犯罪被害者等支援条例

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号。以下「法」

という。）に基づき、市における犯罪被害者等の支援に関する施策に関し必要な

事項を定めることにより、犯罪被害者等の心に寄り添い、権利利益を保護し、も

って市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 犯罪等 法第２条第１項に規定する犯罪等をいう。 

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族であって、

市内に居住するものをいう。 

(3) 二次的被害 犯罪被害者等が、ひぼう中傷又は報道等により正当な理由なく

受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他

の犯罪等に関して間接的に生じた被害をいう。 

(4) 市民 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び市内におい

て事業活動を行っている者をいう。 

(5) 事業者 犯罪被害者等を雇用する市内で事業活動を行う法人その他の団体又

は個人をいう。 

(6) 関係機関等 国、岐阜県、岐阜県警察本部その他の関係機関及び犯罪被害者

等に対する支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するもの

をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、法第３条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、関係

機関等との適切な役割分担を踏まえ、相互に連携を図りながら、犯罪被害者等の
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ための施策を実施するものとする。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援するこ

との重要性についての理解を深め、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の

ための施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援する

ことの重要性についての理解を深め、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等

のための施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することがで

きるよう、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めなければならな

い。 

（相談及び情報の提供等） 

第６条 市は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要

な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとす

る。 

（経済的負担の軽減） 

第７条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活に支障をきたすことがないよ

う、犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るために必要な経済的な助成に関す

る情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の育成等） 

第８条 市は、相談、助言、日常生活及び社会生活の支援その他の犯罪被害者等の

支援を担う人材を育成するために、犯罪被害者等支援に係る研修その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

（市民及び事業者の理解の増進等） 

第９条 市は、市民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の

発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深め

ることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。 

（民間支援団体等に対する支援） 

第１０条 市は、犯罪被害者等を支援する民間団体等が適切かつ効果的に犯罪被害

者等の支援を推進できるよう、必要な施策を講ずるものとする。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第４号 

美濃加茂市防犯カメラの設置及び運用に関する条例について 

美濃加茂市防犯カメラの設置及び運用に関する条例を下記のとおり制定する。 

 平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

（目的） 

第１条 この条例は、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることに

より、防犯カメラの適正な管理を行い、市民等の権利利益を保護するとともに、

市民等が安全で安心して暮らし続けられるまちの実現に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 公共の場所 道路、公園、広場、鉄道の駅の自由通路、公の施設及び市の庁

舎等の事務所で不特定多数の者が自由に利用し、又は通行する場所をいう。 

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、公共の場所を撮影するために固定し

て設置する撮影装置であって、録画装置を備えるものをいう。 

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は本市を通過する者をいう。 

(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影された画像で、記録媒体に記録されたも

ののうち、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。 

（基本原則） 

第３条 防犯カメラを設置し、又は運用するものは、市民等がその容貌又は姿態を

みだりに撮影されない自由を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び運用に関

し、適切な措置を講じなければならない。 

（設置運用基準） 

第４条 防犯カメラを設置しようとするもので次に掲げるものは、設置の目的その

他の規則で定める事項を定めた防犯カメラの設置及び運用に関する基準（以下「設

置運用基準」という。）を定めなければならない。 

(1) 市 
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(2) 指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定により、公の施設の管理を行う指定管理者をいう。以下同じ。） 

(3) 自治会その他の地域的な共同活動を行う団体 

(4) 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に基づく商店街振興組合及

び商店街振興組合連合会、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）

に基づく事業協同組合並びにこれらに準ずる団体 

(5) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第７条第１項に規定する鉄道事業者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの 

２ 前項第２号から第６号に掲げるものは、防犯カメラを設置するときは、規則で

定めるところにより、市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更す

るときも、同様とする。 

 （届出義務者等の責務） 

第５条 前条第１項各号に掲げるもの（以下「届出義務者」という。）は、防犯カ

メラを設置するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 防犯カメラの設置台数をこの条例の目的に照らして必要最小限の台数とする

こと。 

(2) 防犯カメラの撮影対象区域を明確にし、かつ、必要最小限の範囲とすること。 

(3) 防犯カメラの管理及び運用を適正に行わせるために、防犯カメラ管理責任者

（以下「管理責任者」という。）を置くこと。 

(4) 防犯カメラの運用に関する業務を外部に委託する場合は、この条例に規定す

る防犯カメラの運用に関する責務を受託者に遵守させること。 

２ 届出義務者で防犯カメラを設置したもの（以下「設置者」という。）は、撮影

対象区域内又はその周辺の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨その他の

規則で定める事項を表示しなければならない。 

３ 設置者（市を除く。第１０条、第１１条第１項及び第１３条第２項において同

じ。）は、防犯カメラを廃止したときは、規則で定めるところにより、市長に届

け出なければならない。 

（設置者等の責務） 

第６条 設置者、管理責任者及びこれらを補助する者（以下「設置者等」という。）

は、設置運用基準を遵守し、防犯カメラの適正な運用を図らなければならない。 

２ 設置者等は、防犯カメラで撮影した画像データから知り得た市民等の情報を他

に漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。設置者等でなくなった

後も、同様とする。 

（画像データの適正な取扱い） 

第７条 設置者等は、画像データの漏えい、滅失、毀損、流出及び改ざんの防止そ

の他の画像データの適正な管理のために、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 
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(1) 画像データを保存する場合には、当該画像を加工することなく、撮影時の状

態のままで保存すること。 

(2) 画像データの表示又は保存をする場合において、通信回線と接続している電

子計算機を使用するときは、安全対策の措置を講ずること。 

(3) 画像データを保管するときは、盗難、散逸等を防止するために、施錠するこ

とができる保管庫を使用する等必要な措置を講ずること。 

(4) 規則で定める保存期間を経過した画像データは、消去、記録された媒体の破

砕その他の方法により復元できないよう適切に処理すること。 

（目的外利用及び外部提供の制限） 

第８条 設置者は、画像データを防犯カメラの設置目的以外に利用すること（以下

「目的外利用」という。）又は第三者に提供すること（以下「外部提供」という。）

をしてはならない。 

２ 設置者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、

目的外利用又は外部提供をすることができる。 

(1) 画像データから識別される特定の個人（以下「本人」という。）の同意があ

るとき。 

(2) 法令に定めがあるとき。 

(3) 市民等の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認

められるとき。 

３ 設置者は、前項の規定により外部提供をするときは、画像データの提供を受け

るものに対し、外部提供に係る画像データについて、その利用の目的若しくは方

法の制限その他必要な制限を付し、又は漏えいの防止その他の画像データの適切

な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

（画像データの開示） 

第９条 設置者は、本人から自己の画像データの開示を求められたときは、本人に

対し、必要と認められる範囲内で合理的な方法により、当該画像データを開示す

るよう配慮しなければならない。 

（報告） 

第１０条 市長は、必要があると認めるときは、設置者に対し、その管理する防犯

カメラの設置及び運用について報告を求めることができる。 

（指導及び勧告） 

第１１条 市長は、第５条から第９条までの規定に違反する行為があると認めると

きは、設置者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措

置を採るべき旨の指導をすることができる。 

２ 市長は、前項の規定による指導に従わないものに対し、期限を定めて、当該指

導に従うよう勧告することができる。 

（公表） 
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第１２条 市長は、前条第２項の規定による勧告をした場合において、同項の期限

内にその勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表

することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、前条第２

項の規定による勧告を受けたものに意見を述べる機会を与えなければならない。 

（苦情への対応） 

第１３条 設置者は、当該防犯カメラの設置又は運用について市民等から苦情があ

ったときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。 

２ 市民等は、前項の規定による設置者の苦情への対応に不服があるときは、市長

に対し、苦情を申し出ることができる。 

３ 市長は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、速やかに適切な対応を

しなければならない。 

（市等が設置した防犯カメラの画像データの取扱い） 

第１４条 市及び指定管理者においては、第８条及び第９条の規定にかかわらず、

画像データの取扱いについては、美濃加茂市個人情報保護条例（平成１１年美濃

加茂市条例第２１号）の定めるところによる。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に防犯カメラを設置しているもので第４条第１項第２号

から第６号までのいずれかに該当するもの（以下「既存設置者」という。）は、

この条例の施行の日から起算して３月以内に、市長に届け出なければならない。 

３ 既存設置者については、前項の規定による届出がなされるまでの間は、第５条

から第１３条までの規定は、適用しない。ただし、施行日から起算して３月を経

過した後は、この限りでない。 
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議第５号 

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例につい 

て 

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制

定する。 

平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例（平成２３年美濃加茂市条例第２号）の

一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第１条―第４条関係） 別表（第１条―第４条関係） 

 １ 市長の附属機関 

附属機

関名 

所掌事項 委員の構成 委員の

定数 

委員の

任期 

（略） 

美濃加

茂市特

別職報

酬等審

議会 

（略） （略） （略） （略）

 １ 市長の附属機関 

附属機

関名 

所掌事項 委員の構成 委員の

定数 

委員の

任期 

（略） 

美濃加

茂市特

別職報

酬等審

議会 

（略） （略） （略） （略） 

美濃加

茂市文

化会館

のあり

方検討

委員会

美濃加茂

市文化会

館の改

修、今後

の施設の

活用方

法、運営

(1) 学識経

験者 

(2) 各種団

体の代表

者 

１０人

以内 

審議事

項の諮

問を受

けてか

ら答申

を行う

まで 
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美濃加

茂市女

性活躍

推進市

民会議

（略） （略） （略） （略）

（略） 

等に関す

ること。

美濃加

茂市女

性活躍

推進市

民会議

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

２ 教育委員会の附属機関 

附属機

関名 

所掌事項 委員の構成 委員の

定数 

委員の

任期 

（略） 

美濃加

茂市教

育振興

基本計

画策定

委員会

教育振興

基本計画

に関する

こと。 

(1) 学識経

験を有す

る者 

(2) 関係団

体の代表

者等 

１６人

以内 

審議事

項の諮

問を受

けてか

ら答申

を行う

まで 

２ 教育委員会の附属機関 

附属機

関名 

所掌事項 委員の構成 委員の

定数 

委員の

任期 

（略） 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第６号 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一 

部を改正する条例について 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例を下記のとおり制定する。 

平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年美

濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠とな

る法律、

条例等 

報酬の額 費用弁

償 

（略） 

民生委員

推薦会委

員 

（略） 日額 １１，０

００円（職務の

時間が２時間以

上４時間未満の

場合は５，５０

０円、２時間未

満の場合は３，

０００円） 

（略） 

（略） （略） （略） 

国民健康

保険運営

（略） 日額 １１，０

００円（職務の

区分 根拠とな

る法律、

条例等 

報酬の額 費用弁

償 

（略） 

民生委員

推薦会委

員 

（略） 日額 ５，５０

０円（職務の時

間が２時間未満

の場合は、３，

０００円） 

（略） 

（略） （略） （略） 

国民健康

保険運営

（略） 日額 ５，５０

０円（職務の時
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協議会委

員 

時間が２時間以

上４時間未満の

場合は５，５０

０円、２時間未

満の場合は３，

０００円） 

美濃加茂

市防災会

議委員 

（略） 

（略） （略） （略） 

美濃加茂

市国民保

護協議会

委員 

（略） 日額 １１，０

００円（職務の

時間が２時間以

上４時間未満の

場合は５，５０

０円、２時間未

満の場合は３，

０００円） 

（略） （略） （略） 

美濃加茂

市賞じゅ

つ金審査

委員会委

員 

（略） 日額 １１，０

００円（職務の

時間が２時間以

上４時間未満の

場合は５，５０

０円、２時間未

満の場合は３，

０００円） 

公務災害

補償等認

定委員会

委員及び

審査会委

員 

（略） 

給食セン

ター運営

委員会委

員 

（略） 

美濃加茂

市都市計

画審議会

委員 

（略）

協議会委

員 

間が２時間未満

の場合は、３，

０００円） 美濃加茂

市防災会

議委員 

（略） 

（略） （略） （略） 

美濃加茂

市国民保

護協議会

委員 

（略） 日額 ５，５０

０円（職務の時

間が２時間未満

の場合は、３，

０００円） 

（略） （略） （略） 

美濃加茂

市賞じゅ

つ金審査

委員会委

員 

（略） 日額 ５，５０

０円（職務の時

間が２時間未満

の場合は、３，

０００円） 

公務災害

補償等認

定委員会

委員及び

審査会委

員 

（略） 

給食セン

ター運営

委員会委

員 

（略） 

美濃加茂

市都市計

画審議会

委員 

（略）
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図書館協

議会委員

（略）

美濃加茂

市企業誘

致推進委

員会委員

（略）

美濃加茂

市小口融

資審査委

員会委員

（略）

児童館運

営委員会

委員 

（略）

美濃加茂

市情報公

開審査会

委員 

（略）

美濃加茂

市個人情

報保護審

査会委員

（略）

みのかも

文化の森

運営協議

会委員 

（略）

美濃加茂

市環境審

議会委員

（略）

美濃加茂

市中部台

地地区計

画建築審

議会委員

（略）

図書館協

議会委員 

（略）

美濃加茂

市企業誘

致推進委

員会委員 

（略）

美濃加茂

市小口融

資審査委

員会委員 

（略）

児童館運

営委員会

委員 

（略）

美濃加茂

市情報公

開審査会

委員 

（略）

美濃加茂

市個人情

報保護審

査会委員 

（略）

みのかも

文化の森

運営協議

会委員 

（略）

美濃加茂

市環境審

議会委員 

（略）

美濃加茂

市中部台

地地区計

画建築審

議会委員 

（略）
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美濃加茂

市特定用

途制限地

域建築審

議会委員

（略）

美濃加茂

市防犯活

動推進協

議会委員

（略）

美濃加茂

市いじめ

防止対策

審議会委

員 

（略）

美濃加茂

市いじめ

問題調査

委員会委

員 

みのかも

定住自立

圏構想共

生ビジョ

ン懇談会

委員 

（略）

みのかも

定住自立

圏共生ビ

ジョン具

体的取組

事業選考

委員会委

員 

美濃加茂

市男女共

美濃加茂

市特定用

途制限地

域建築審

議会委員 

（略）

美濃加茂

市防犯活

動推進協

議会委員 

（略）

美濃加茂

市いじめ

防止対策

審議会委

員 

（略）

美濃加茂

市いじめ

問題調査

委員会委

員 

みのかも

定住自立

圏構想共

生ビジョ

ン懇談会

委員 

（略）

みのかも

定住自立

圏共生ビ

ジョン具

体的取組

事業選考

委員会委

員 

美濃加茂

市男女共
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同参画推

進委員会

委員 

美濃加茂

市多文化

共生推進

協議会委

員 

美濃加茂

市生涯学

習審議会

委員 

美濃加茂

市墓地整

備審議会

委員 

美濃加茂

市まちを

美しくす

る運動推

進会議委

員 

美濃加茂

市健康づ

くり推進

協議会委

員 

母子保健

連絡協議

会委員 

同参画推

進委員会

委員 

美濃加茂

市多文化

共生推進

協議会委

員 

美濃加茂

市生涯学

習審議会

委員 

美濃加茂

市墓地整

備審議会

委員 

美濃加茂

市まちを

美しくす

る運動推

進会議委

員 

美濃加茂

市健康づ

くり推進

協議会委

員 

母子保健

連絡協議

会委員 
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美濃加茂

市予防接

種健康被

害調査委

員会委員

日額 １６，０

００円（職務の

時間が２時間以

上４時間未満の

場合は８，００

０円、２時間未

満の場合は４，

０００円） 

美濃加茂

市高齢者

施策等運

営協議会

委員 

日額 １１，０

００円（職務の

時間が２時間以

上４時間未満の

場合は５，５０

０円、２時間未

満の場合は３，

０００円） 

美濃加茂

市次世代

育成支援

対策協議

会委員 

カナリヤ

の家運営

委員会委

員 

美濃加茂

市子ど

も・子育

て会議委

員 

美濃加茂

市中心市

街地活性

化委員会

委員 

みのかも

自然エネ

ルギー活

美濃加茂

市予防接

種健康被

害調査委

員会委員 

日額 １６，０

００円（職務の

時間が半日を超

えない場合は

８，０００円） 

美濃加茂

市高齢者

施策等運

営協議会

委員 

日額 ５，５０

０円（職務の時

間が２時間未満

の場合は、３，

０００円） 

美濃加茂

市次世代

育成支援

対策協議

会委員 

カナリヤ

の家運営

委員会委

員 

美濃加茂

市子ど

も・子育

て会議委

員 

美濃加茂

市中心市

街地活性

化委員会

委員 

みのかも

自然エネ

ルギー活
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用推進協

議会委員

美濃加茂

市農業振

興地域整

備促進協

議会委員

美濃加茂

市バリア

フリー基

本構想策

定協議会

委員 

市営住宅

入居者選

考委員会

委員 

美濃加茂

市交通安

全対策推

進委員会

委員 

美濃加茂

市住居表

示審議会

委員 

美濃加茂

市総合計

画審議会

委員 

美濃加茂

市行政改

革市民会

議委員 

美濃加茂

用推進協

議会委員 

美濃加茂

市農業振

興地域整

備促進協

議会委員 

美濃加茂

市バリア

フリー基

本構想策

定協議会

委員 

市営住宅

入居者選

考委員会

委員 

美濃加茂

市交通安

全対策推

進委員会

委員 

美濃加茂

市住居表

示審議会

委員 

美濃加茂

市総合計

画審議会

委員 

美濃加茂

市行政改

革市民会

議委員 

美濃加茂
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市指定管

理者評価

委員会委

員 

美濃加茂

市特別職

報酬等審

議会委員

美濃加茂

市立小学

校及び中

学校通学

区域審議

会委員 

美濃加茂

市教育支

援委員会

委員 

美濃加茂

市女性活

躍推進市

民会議委

員 

美濃加茂

市農業委

員会委員

選考委員

会委員 

美濃加茂

市空家等

市指定管

理者評価

委員会委

員 

美濃加茂

市特別職

報酬等審

議会委員 

美濃加茂

市立小学

校及び中

学校通学

区域審議

会委員 

美濃加茂

市教育支

援委員会

委員 

美濃加茂

市文化会

館のあり

方検討委

員 

美濃加茂

市女性活

躍推進市

民会議委

員 

美濃加茂

市農業委

員会委員

選考委員

会委員 

美濃加茂

市空家等
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対策審議

会委員 

美濃加茂

市未来の

まちづく

り委員会

美濃加茂

市教育振

興基本計

画策定委

員会委員

美濃加茂

市地籍調

査推進員

（略）

美濃加茂

市老人ホ

ーム入所

判定委員

会委員 

（略）

美濃加茂

市プロポ

ーザル方

式等審査

委員 

（略）

総合評価

アドバイ

ザー 

（略） 

育児支援

訪問員 

（略） 時間額 ８５０

円 

対策審議

会委員 

美濃加茂

市未来の

まちづく

り委員会 

美濃加茂

市地籍調 

査推進員 

（略）

美濃加茂

市老人ホ

ーム入所

判定委員

会委員 

（略）

美濃加茂

市プロポ

ーザル方

式等審査

委員 

（略）

総合評価

アドバイ

ザー 

（略） 

育児支援

訪問員 

（略） 時間額 ８３０

円 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第７号 

   美濃加茂市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

 美濃加茂市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を下記のとお

り制定する。 

  平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                  記 

   美濃加茂市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年美濃加茂市条例第１７

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（保証人及び利率） （利率） 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けよう

とする者は、保証人を立てることができる。

２ 災害援護資金は、据置期間中は無利子と

し、据置期間経過後はその利率を延滞の場合

を除き年３パーセントを超えない範囲内に

おいて規則で定める率とする。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付け

を受けた者と連帯して債務を負担するもの

とし、その保証債務は、法第９条の違約金を

包含するものとする。 

第１４条  

災害援護資金は、据置期間中は無利子と

し、据置期間経過後はその利率を延滞の場合

を除き年３パーセントとする。 

（償還等） （償還等） 

第１５条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦

償還又は月賦償還とする。 

第１５条 災害援護資金は、年賦償還又は半年

賦償還とする。 

２ （略） ２ （略） 
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３ 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の

支払猶予については、法第１３条第１項及び

令第８条から第１１条までの規定によるも

のとする。 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び

償還金の支払猶予については、法第１３条第

１項及び令第８条から第１２条までの規定

によるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１４条及び第１５条の規定は、この条例の施行の日

以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付

けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。 
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議第８号 

   美濃加茂市都市公園条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市都市公園条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

   美濃加茂市都市公園条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市都市公園条例（昭和５３年美濃加茂市条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （公園施設として設けられる建築物の建築面

積に関する基準） 

第１条の５ （略） 

（運動施設の敷地面積の基準） 

第１条の６ 令第８条第１項の条例で定める

一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積

の総計の当該都市公園の敷地面積に対する

割合は、１００分の５０とする。 

（行為の制限） 

第２条 （略） 

（公園施設として設けられる建築物の建築面

積に関する基準） 

第１条の５ （略） 

（行為の制限） 

第２条 （略） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第９号 

美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条 

例について 

美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を下記の

とおり制定する。 

平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年美濃加茂市条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（正規の勤務時間以外の時間における勤務） （正規の勤務時間以外の時間における勤務）

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定

する正規の勤務時間以外の時間における勤

務に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第１０号 

美濃加茂市手数料条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市手数料条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市手数料条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市手数料条例（平成１２年美濃加茂市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

【別表（改正後）】 

別表（第２条関係） 

【別表（改正前）】 

【別表（改正前）】 

事務の種類 事務の内容 手数料の名称 単位 金額 

（略） 

８ 各種証

明に関す

る事務（

１の項か

ら７の項

までに掲

げる事務

に関する

ものを除

く。） 

（略） 

２ 土地又は家屋に

関する証明書の交

付 

（略） （略） （略） 

３ 営業に関する証

明書の交付 

（略） （略） （略） 

４ 法人（組合を含

む。）に関する証

明書の交付 

（略） （略） （略） 

５ 文書受理に関す

る証明書の交付 

（略） （略） （略） 

６ 印鑑登録に関す

る証明書の交付 

（略） （略） （略） 

７ 本籍、住所に関 （略） （略） （略） 
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する証明書の交付 

８ 身分（身元）に

関する証明書の交

付 

（略） （略） （略） 

９ 埋火葬に関する

証明書の交付済証

の交付 

（略） （略） （略） 

１０ 印鑑登録証の

交付 

（略） （略） （略） 

１１ １から１０ま

でに掲げるもの以

外の証明書その他

の写しの交付 

（略） （略） （略） 

（略） 

【別表（改正後）】 

事務の種類 事務の内容 手数料の名称 単位 金額 

（略） 

８ 各種証

明等に関

する事務

（１の項

から７の

項までに

掲げる事

務に関す

るものを

除く。） 

（略） 

２ 土地又は家屋に

関する証明書の交

付 

（略） （略） （略） 

３ 土地地番図の閲

覧及び写しの交付 

土地地番図の閲覧 

（縮尺：１，０００分の

１） 

１筆又は写し

１枚につき 

（紙媒体、日

本工業規格Ａ

列３番） 

２００円 

土地地番図の写しの交付 

（縮尺：１，０００分の

１） 

１筆又は写し

１枚につき 

（紙媒体、日

本工業規格Ａ

列３番） 

３００円 

土地地番図の写しの交付 市全域 

（電磁的記録

媒体） 

２５万円 

４ 営業に関する証 （略） （略） （略） 
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明書の交付 

５ 法人（組合を含

む。）に関する証

明書の交付 

（略） （略） （略） 

６ 文書受理に関す

る証明書の交付 

（略） （略） （略） 

７ 印鑑登録に関す

る証明書の交付 

（略） （略） （略） 

８ 本籍、住所に関

する証明書の交付 

（略） （略） （略） 

９ 身分（身元）に

関する証明書の交

付 

（略） （略） （略） 

１０ 埋火葬に関す

る証明書の交付済

証の交付 

（略） （略） （略） 

１１ 印鑑登録証の

交付 

（略） （略） （略） 

１２ １から１１ま

でに掲げるもの以

外の証明書その他

の写しの交付 

（略） （略） （略） 

（略） 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第１１号 

   美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長 伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市国民健康保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第２０条 第１２条又は第１６条の基礎賦課

額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の

世帯に属する場合には、第１２条の基礎賦課

額と第１６条の基礎賦課額との合算額をい

う。第２９条及び第３２条第１項において同

じ。）は、６１万円を超えることができない。

第２０条 第１２条又は第１６条の基礎賦課

額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の

世帯に属する場合には、第１２条の基礎賦課

額と第１６条の基礎賦課額との合算額をい

う。第２９条及び第３２条第１項において同

じ。）は、５８万円を超えることができない。

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条又は第１６条の基礎賦課額

から、それぞれ、当該各号に定める額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６１万円

を超える場合には、６１万円）とする。 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条又は第１６条の基礎賦課額

から、それぞれ、当該各号に定める額を減額

して得た額（当該減額して得た額が５８万円

を超える場合には、５８万円）とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３

１４条の２第２項に掲げる金額に、２８万

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３

１４条の２第２項に掲げる金額に、２７万
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円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日

後に保険料の納付義務が発生した場合に

は、その発生した日とする。）現在におい

て当該世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得

た額を加算した金額を超えない世帯に係

る保険料の納付義務者であって前号に該

当する者以外のもの 

５千円に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場

合には、その発生した日とする。）現在に

おいて当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じ

て得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって前号

に該当する者以外のもの 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イ・ロ （略） イ・ロ （略） 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合計額が、地方税法第

３１４条の２第２項に掲げる金額に、５１

万円に当該年度の賦課期日（賦課期日後に

保険料の納付義務が発生した場合には、そ

の発生した日とする。）現在において当該

世帯の属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を

加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前各号に該当す

る者以外のもの 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合計額が、地方税法第

３１４条の２第２項に掲げる金額に、５０

万円に当該年度の賦課期日（賦課期日後に

保険料の納付義務が発生した場合には、そ

の発生した日とする。）現在において当該

世帯の属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を

加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前各号に該当す

る者以外のもの 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イ・ロ （略） イ・ロ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい
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て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条又

は第１６条」とあるのは「第２０条の３又は

第２０条の７」と、「６１万円」とあるのは

「１９万円」と、第２項中「第１５条」とあ

るのは「第２０条の６」と読み替えるものと

する。 

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条又

は第１６条」とあるのは「第２０条の３又は

第２０条の７」と、「５８万円」とあるのは

「１９万円」と、第２項中「第１５条」とあ

るのは「第２０条の６」と読み替えるものと

する。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１２条又は第１６

条」とあるのは「第２２条」と、「６１万円」

とあるのは「１６万円」と、前項中「第１５

条」とあるのは「第２５条」と読み替えるも

のとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１２条又は第１６

条」とあるのは「第２２条」と、「５８万円」

とあるのは「１６万円」と、前項中「第１５

条」とあるのは「第２５条」と読み替えるも

のとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市国民健康保険条例の規定は、平成３１年度

以降の年度分の保険料について適用し、平成３０年度分までの保険料については、

なお従前の例による。 
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議第１２号

美濃加茂市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する 

条例の一部を改正する条例について

美濃加茂市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例の一部

を改正する条例を下記のとおり制定する。

平成３１年２月２６日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

美濃加茂市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例の

一部を改正する条例 

美濃加茂市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例（平成

１７年美濃加茂市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（類似用途の指定） （類似用途の指定） 

第７条 法第８７条第３項の規定により第４

条の規定の準用を受けない用途相互間の類

似の用途の変更において、政令第１３７条の

１９第３項の規定により条例で定めること

のできる類似の用途の範囲は、次の各号のそ

れぞれに掲げる各用途につき当該各号に掲

げる他の用途とする。 

第７条 法第８７条第３項の規定により第４

条の規定の準用を受けない用途相互間の類

似の用途の変更において、政令第１３７条の

１９第３項の規定により条例で定めること

のできる類似の用途の範囲は、次の各号のそ

れぞれに掲げる各用途につき当該各号に掲

げる他の用途とする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 法別表第２（り）項第２号に掲げる建築

物 

(7) 法別表第２（ち）項第２号に掲げる建築

物 

(8) 法別表第２（ぬ）項第３号に掲げる建築

物 

(8) 法別表第２（り）項第３号に掲げる建築

物 

(9) 法別表第２（る）項第１号に掲げる建築

物 

(9) 法別表第２（ぬ）項第１号に掲げる建築

物 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 
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第４条の規定により建築してはならない

建築物 

第４条の規定により建築してはならない

建築物 

（略） 

５ 法別表第２（り）項第２号及び第３号に掲

げる建築物 

６ 法別表第２（ぬ）項第３号及び第４号に掲

げる建築物 

７ 法別表第２（る）項第１号及び第２号に掲

げる建築物 

（略） 

５ 法別表第２（ち）項第２号及び第３号に掲

げる建築物 

６ 法別表第２（り）項第３号及び第４号に掲

げる建築物 

７ 法別表第２（ぬ）項第１号及び第２号に掲

げる建築物 

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係） 

第１１条の規定により建築してはならな

い工作物 

第１１条の規定により建築してはならな

い工作物 

１ 法別表第２（ぬ）項第３号（１３）又は（１

３の２）の用途に供する工作物 

２ 法別表第２（る）項第１号（２１）の用途

に供する工作物 

１ 法別表第２（り）項第３号（１３）又は（１

３の２）の用途に供する工作物 

２ 法別表第２（ぬ）項第１号（２１）の用途

に供する工作物 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第１３号 

   美濃加茂市森林公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条 

例について 

 美濃加茂市森林公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を下記の

とおり制定する。 

平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市森林公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市森林公園の設置及び管理に関する条例（平成１７年美濃加茂市条例第

２８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第４条、第６条、第１０条関係） 

名

称 
金額 

備

考

み

の

か

も

健

康

の

森 

（略） 

研修棟 （略） 

ワイヤー

遊具 

１回

当た

り 

１，５００円

別表（第４条、第６条、第１０条関係） 

名

称 
金額 

備

考

み

の

か

も

健

康

の

森 

（略） 

研修棟 （略） 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第１４号 

美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例 

について 

美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例を下記のと

おり制定する。 

平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年美濃加茂市条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（議決事件） 

第２条 議会の議決すべき事件は、次に掲げ

るものとする。 

(1) 市における総合的かつ計画的な行政運

営を図るための基本構想及び基本計画を

策定し、変更し、又は廃止すること。た

だし、軽微な変更については、この限り

でない。 

(2) 定住自立圏構想推進要綱（平成２０年

１２月２６日総行応第３９号）に基づく

定住自立圏形成協定を締結し、変更し、

又は廃止すること。 

（議決事件） 

第２条 定住自立圏構想推進要綱（平成２０

年１２月２６日総行応第３９号）に基づく

定住自立圏形成協定を締結し、変更し、又

は廃止しようとするときは、議会の議決を

経なければならない。 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第１５号 

   美濃加茂市ふれあいサロンの設置及び管理に関する条例を廃止する条 

例について 

 美濃加茂市ふれあいサロンの設置及び管理に関する条例を廃止する条例を下記の

とおり制定する。 

平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

   美濃加茂市ふれあいサロンの設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 美濃加茂市ふれあいサロンの設置及び管理に関する条例（平成１２年美濃加茂市

条例第８号）は、廃止する。 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第１６号 

平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１０号） 

平成３０年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７３，２５７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，２３４，４１７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加は、「第３表 地方債補正」による。 

平成３１年２月２６日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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第 ２ 表

千円

4 衛生費 1 保健衛生費 予防接種事業 10,775

7 土木費 4 都市計画費 地籍調査委託事業 9,040

9 教育費 2 小学校費 小学校施設営繕工事 37,410

特別支援教室改修事業 26,930

繰　　越　　明　　許　　費

款 項 事　　　　　　　業　　　　　　　名 金　　　　　　額
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第 ３ 表

（追加）

起 債 の 目 的 起債の方法

千円

特別支援教室改修事業

千円

26,800

利　　率

小学校施設営繕工事

地　　方　　債　　の　　補　　正

　年1.8％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
資金について、利
率の見直しを行っ
た後においては、
当該見直し後の利
率）

　政府資金につ
いては、その融資
条件により、銀行
その他の場合に
はその借入先と
協定するものによ
る。ただし、市財
政の都合により繰
上償還又は低利
に借換えすること
ができる。

証書借入

償還の方法限　　度　　額

33,600
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議第１７号 

平成３０年度美濃加茂市国民健康保険会計補正予算（第３号） 

平成３０年度美濃加茂市の国民健康保険会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，７６３千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，２９０，５８６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成３１年２月２６日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第１８号 

平成３０年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第３号） 

平成３０年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９７９千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，２３７，４７１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）」による。 

平成３１年２月２６日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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平成３１年度美濃加茂市一般会計、特別会計及び公営企業会計予算に 

ついて 

平成３１年度美濃加茂市の一般会計及び特別会計の予算並びに水道事業会計及び

下水道事業会計の予算を、別冊のとおり定める。 

 平成３１年２月２６日提出 

                 美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

議第１９号 平成３１年度美濃加茂市一般会計予算 

議第２０号 平成３１年度美濃加茂市国民健康保険会計予算 

議第２１号 平成３１年度美濃加茂市介護保険会計予算 

議第２２号 平成３１年度美濃加茂市後期高齢者医療会計予算 

議第２３号 平成３１年度美濃加茂市介護認定・障がい者自立支援認定審査会会計

予算 

議第２４号 平成３１年度美濃加茂市古井財産区会計予算 

議第２５号 平成３１年度美濃加茂市山之上財産区会計予算 

議第２６号 平成３１年度美濃加茂市水道事業会計予算 

議第２７号 平成３１年度美濃加茂市下水道事業会計予算 
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議第２８号 

財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、次

の財産を無償で譲渡することについて、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２６日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

１ 無償譲渡をする財産 

名  称 ふれあいサロン福寿草 

所  在 美濃加茂市加茂野町加茂野５番地９ 

   構  造 木造 

   延床面積 ９６．６３平方メートル 

２ 無償譲渡する相手方 

  美濃加茂市加茂野町加茂野５番地９ 

   特定非営利活動法人 花時計 

   理事長 岸 篤 司 
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議第２９号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  平成３１年２月２６日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
新池６９

２号線

美濃加茂市新池町一丁目１２１番１１地先

美濃加茂市新池町一丁目１２１番７地先

２ 
正洞５６

６号線

美濃加茂市蜂屋町上蜂屋字正洞３５５８番１１地先

美濃加茂市蜂屋町上蜂屋字三津洞３４３７番２５地先

３ 
加茂野４

７３号線

美濃加茂市加茂野町加茂野字西野２１７番２地先

美濃加茂市加茂野町加茂野字西野２１７番６地先

４ 
西脇３０

０号線

美濃加茂市下米田町西脇字東坪之内１３９３番１地先

美濃加茂市下米田町西脇字東坪之内１３９６番３地先

５ 
関也１４

０号線

美濃加茂市伊深町字関屋９５６番７地先

美濃加茂市伊深町字松原１５５３番２地先
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議第３０号 

美濃加茂市教育委員会の委員の任命について 

 美濃加茂市教育委員会の委員に下記の者を任命したいから、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、

議会の同意を求める。 

平成３１年２月２６日提出 

                                 美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                記 

住  所  美濃加茂市蜂屋町伊瀬９０７番地２ 

氏  名  矢 島 良 子 

生年月日  昭和２６年６月２７日 
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